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社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領 

（平成 19 年４月 23 日付け基発第 0423002 号） 

最終改正 令和８年３月 27 日付け基発 0327 第５号 

 

１ 目的 

  業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により、せき髄損傷等の傷病にり患し

た者にあっては、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたす場合が見られるこ

と、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることにかんがみ、必要に応

じてアフターケアとして予防その他の保健上の措置を講じ、当該労働者の労働能力

を維持し、円滑な社会生活を営ませるものとする。 

  本実施要領は、労働者災害補償保険法施行規則（昭和 30 年労働省令第 22 号）第

28 条第１項及び同条第２項に基づき、アフターケア手帳の支給対象者その他アフタ

ーケアに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 対象傷病 

  アフターケアの対象傷病は、次のものとする。 

  ① せき髄損傷 

  ② 頭頸部外傷症候群等（頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛） 

  ③ 尿路系障害 

  ④ 慢性肝炎 

  ⑤ 白内障等の眼疾患 

  ⑥ 振動障害 

  ⑦ 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折 

  ⑧ 人工関節・人工骨頭置換 

  ⑨ 慢性化膿性骨髄炎 

  ⑩ 虚血性心疾患等 

  ⑪ 尿路系腫瘍 

  ⑫ 脳の器質性障害 

  ⑬ 外傷による末梢神経損傷 

  ⑭ 熱傷 

  ⑮ サリン中毒 

  ⑯ 精神障害 

  ⑰ 循環器障害 
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  ⑱ 呼吸機能障害 

  ⑲ 消化器障害 

  ⑳ 炭鉱災害による一酸化炭素中毒 

 

３ 対象者及び制度の周知 

(1)対象者 

アフターケアの対象者（以下「対象者」という。）は、別紙の「傷病別アフター

ケア実施要綱」（以下「傷病別実施要綱」という。）に定めるところによる。 

なお、傷病別実施要綱に定める労働者災害補償保険法による障害補償給付、複数

事業労働者障害給付又は障害給付（以下「障害（補償）等給付」という。）を受け

ることが見込まれる者とは、障害（補償）等給付の請求から支給決定までにかなり

の期間を要すると見込まれる場合であって、主治医等の診断書、エックス線写真等

により、アフターケアの支給要件を満たす障害等級に該当することが明らかである

と認められる者をいう。 

(2)制度の周知 

  事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長（以下「所轄署長」という。）は、 

アフターケアの対象傷病（以下「対象傷病」という。）の療養者に対し、療養中及 

び障害（補償）等給付の支給決定等の際に、アフターケア制度の周知を行うものと 

する。 

 

４ 措置範囲 

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は、次の事項について傷病別実

施要綱に定めるところによる。 

  ① 診察 

  ② 保健指導 

  ③ 保健のための処置 

  ④ 検査 

 

５ 実施医療機関等 

(1) アフターケアは、労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損セ

ンター、労働者災害補償保険法施行規則（８(3)において「労災則」という。）第

11 条の規定により指定された病院若しくは診療所又は薬局（以下「実施医療機関

等」という。）において行うものとする。 

(2) アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に後記６に定

める手帳（様式第１号。ただし、炭鉱災害による一酸化炭素中毒に係るアフター

ケアについては、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
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様式第４号とする。）を提出するものとし、アフターケアの実施に関する記録の

記入を受けるものとする。 

 

 

６ 手帳の交付等 

 (1) 新規交付 

  ① 手帳の交付を受けようとする者は、「アフターケア手帳交付申請書」（様式

第２号）を、所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長（以下「所轄局長」

という。）に提出しなければならない。 

  ② 手帳の交付の申請は、治ゆ日より起算して傷病別実施要綱に定める各対象傷

病に係る手帳の新規交付の有効期間内に行わなければならない。 

    ただし、傷病別実施要綱において、診察の実施期間に限度が定められていな

い対象傷病にあっては、申請期間を経過した後であっても、後遺症状に動揺を

きたす場合等によりアフターケアを希望する場合には、随時申請を行うことが

できる。 

  ③ 所轄局長は、上記①の申請に基づき、対象者と認められる者に対して、手帳

を交付するものとする。 

 (2) 有効期間 

   手帳の有効期間は、傷病別実施要綱に定めるところによる。 

 (3) 更新 

  ① 手帳の有効期間が満了した後にも、継続してアフターケアを受けることを希

望する者は、手帳の有効期間が満了する日の１か月前までに「アフターケア手

帳更新・再交付申請書」（様式第３号）により、所轄局長あてに手帳の更新を

申請するものとする。 

    ただし、傷病別実施要綱の「第２ 頭頸部外傷症候群等に係るアフターケア」

に掲げる傷病については、継続することはできないものとする。 

  ② 傷病別実施要綱において、診察の実施期間に限度が定められている傷病につ

いては、上記①の申請書に「アフターケア実施期間の更新に関する診断書」（様

式第３号別紙）を添付するものとする。診断書料は、「アフターケア実施期間

の更新に関する診断書」（様式第３号別紙）１通につき 5,000 円とする。 

  ③ 所轄局長は、上記①の申請については、主治医の意見等に基づき、なお医学

的にアフターケアを継続して行う必要があると認められる場合には、手帳の更

新を行うものとする。 

    なお、傷病別実施要綱において、診察の実施期間に限度が定められていない

傷病については、手帳の更新の必要性を判断するに当たり、主治医の意見等を

必要としないこと。 
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 (4) 再交付 

  ① 手帳を紛失若しくは汚損し又は手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなっ

たときは、「アフターケア手帳更新・再交付申請書」（様式第３号）により、

所轄局長あてに手帳の再交付を申請するものとする。 

  ② 所轄局長は、上記①の申請については、申請の理由を確認し、手帳を再交付

するものとする。 

    なお、再交付された手帳の有効期間は、紛失若しくは汚損し又は余白がなく

なった手帳の有効期間が満了する日までとする。 

 (5) 交付方法 

  ① 所轄局長は、上記(1)新規交付又は(3)更新に係る申請を受理したときは、そ

の内容を検討の上、新規交付、更新又は不交付の決定（以下、「交付決定等」

という。）を行い、「アフターケア手帳の（新規）交付・更新申請に係る交付

・不交付決定通知書」（様式第４号）により申請者に通知するとともに、新規

交付、更新決定をしたものに対して手帳を交付する。 

また、交付決定等については、処分性が認められるため、行政事件訴訟法(昭

和 37 年法律第 139 号)、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)、行政手続法

(平 成５年法律第 88 号)の適用がある。 

したがって、所轄局長は、次のとおり事務を行うこととする。 

ア 手帳の交付決定等は、行政不服審査法第１条に規定する処分であるものと

して、審査請求の対象として取り扱うこと。 

イ 手帳の交付決定等に関する審査は、当該決定をした所轄局長の上級庁であ

る厚生労働大臣が行うこと。 

なお、再審査請求は行うことができないものであること。 

ウ 交付決定等を行う際は、その相手方に対し、「アフターケア手帳の（新規）

交付・更新申請に係る交付・不交付決定通知書」（様式第４号）をもって、

行政不服審査法に基づく審査請求及び行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の提

起ができる旨の教示を行うこと。その際は、不服申立て手続の有無に関係な

く、訴訟の提起が可能であることに留意すること。 

エ 手帳の交付の申請に対し、不交付の決定を行う場合には、「アフターケア

手帳の（新規）交付・更新申請に係る交付・不交付決定通知書」（様式第４

号）に当該決定の理由を付記するか、又は、理由を明記した別紙を添付して

通知すること。 

  ② 再交付の場合は、「アフターケア手帳の再交付について」（様式第４号の２）

を添えて手帳を送付すること。 

  ③ 手帳の交付を郵送で行う場合は、配達証明又は書留で発送し、到達を確認し

た資料を保存すること。 
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 (6) 有効期間満了時等の取扱い 

手帳の交付を受けた者は、手帳の有効期間が満了した場合、汚損等により再交

付を受けた場合又は傷病の再発等により手帳が不要となった場合でも、交付を受

けた手帳の返納は要しないものとする。ただし、所轄局長から返還を求められた

場合を除く。 

 

７ アフターケア委託費の請求 

(1) 実施医療機関等は、アフターケアに要した費用（以下「アフターケア委託費」

という。）を請求するときは、後記８により算定した毎月分の費用の額を「アフ

ターケア委託費請求書」（様式第５号）又は「アフターケア委託費請求書（薬局

用）」（様式第６号）（以下「請求書」という。）に記載の上、当該実施医療機

関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出するものとする。 

(2) 上記(1)の請求をする際には、「アフターケア委託費請求内訳書」（様式第５号

の２、様式第５号の３）又は「アフターケア委託費請求内訳書（薬局用）」（様

式第６号の２）（以下「レセプト」という。）を１回の診察等又は１回の処方に

係る調剤ごとに１枚作成し、請求書に添付するものとする。 

(3) 「アフターケア実施期間の更新に関する診断書」（様式第３号別紙）を作成し

た実施医療機関は、「アフターケア委託費請求内訳書」（様式第５号の２）の診

療内訳の「摘要」欄に「診断書料 5,000 円」と記載し、当該実施医療機関の所在

地を管轄する都道府県労働局長に提出するものとする。 

 

８ 費用の算定方法 

  アフターケアに要する費用の額の算定方法は、労災診療費算定基準（昭和 51 年１

月 13 日付け基発第 72 号）に準拠することとするが、次の項目に留意すること。 

  なお、労災診療費算定基準及び診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第

59 号）別表第１医科診療報酬点数表（以下「健保点数表」という。）及び別表第３

調剤報酬点数表（以下「調剤点数表」という。）が改定されたときは、改定後の額

とすること。 

 (1) 診察 

① 労災診療費算定基準に定める「初診料」又は「再診料」の額若しくは健保点

数表に定める「外来診療料」の点数に労災診療費算定基準に定める単価（以下

「労災診療単価」という。）を乗じて得た額とする。 

② 治ゆ後、療養を行っていた医療機関において引き続きアフターケアを受ける

場合、アフターケアにおける最初の診察については、労災診療費算定基準に定

める「再診料」又は健保点数表に定める「外来診療料」を算定する。 

③ 労災診療費算定基準に定める「初診時ブラッシング料」及び「再診時療養指
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導管理料」並びに健保点数表に定める「外来管理加算」は、アフターケアにお

いては認められないものである。 

 (2) 保健指導 

① 健保点数表に定める「特定疾患療養管理料」の点数に労災診療単価を乗じて

得た額とする。 

② 月２回の算定を限度とする。 

③ 許可病床数が 200 床以上の病院においては、算定できないものである。 

④ 同一医療機関において、２以上の診療科にわたりアフターケアを受けている

場合には、主な対象傷病に係るアフターケアに対してのみ算定する。 

 (3) 保健のための処置 

① 処置（保健のための薬剤の支給を含む。）については、次に定めるところに

よるほか、健保点数表に定める点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。 

(ｱ) 労災則第 11 条の規定により指定された薬局における薬剤の支給について

は、調剤点数表により算定した額とする。 

(ｲ) 傷病別実施要綱における「精神療法及びカウンセリング」については、健

保点数表に定める「通院精神療法」又は「通院集団精神療法」の点数に労災

診療単価を乗じて得た額とする。 

   なお、当該処置を実施した場合は、保健指導の費用は重ねて算定できない。 

(ｳ) 傷病別実施要綱における「重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用埋込型ポ

ンプに再充填する鎮痙薬」の支給については、当該薬剤の費用と併せて健保

点数表に定める「重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用埋込型ポンプ薬剤再

充填」の点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。 

② 処置（保健のための薬剤の支給を除く。）に伴い、保健のために必要な材料

（以下「処置材料」という。）を支給した場合には、医療機関の購入単価を 10

円で除して得た点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。 

③ 処置材料は、担当医から直接処方され、授与されたものに限られるものであ

る。よって、たとえ担当医の指示によるものであっても、薬局等から市販のガ

ーゼ、カテーテルなどを対象者が自ら購入するものは、支給の対象とならない

ものである。 

④ 自宅等で使用するためのカテーテルなどの支給に係る費用については、カテ

ーテルなどの材料に係る費用のみを算定できるものであり、健保点数表に定め

る「在宅自己導尿指導管理料」は算定できないものである。 

⑤ 医療機関は、処置材料を算定する場合には、レセプトの処置料の欄に記載す

るものとする。 

  なお、自宅等で交換のために使用する滅菌ガーゼの費用の算定に際しては、

褥瘡の詳細、ガーゼの枚数及びサイズ等をレセプトの裏面に記載するものとす
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る。 

⑥ 傷病別実施要綱に定める薬剤の支給について、鎮痛薬に対する健胃消化薬（抗

潰瘍薬を含む。）等医学的に併用することが必要と認められる薬剤を支給する

場合には、その費用の算定ができるものである。 

⑦ 抗てんかん薬、不整脈用剤（抗不整脈薬）及び健保点数表において特定薬剤

治療管理料の対象として認められている向精神薬を継続投与する場合であっ

て、当該薬剤の血中濃度を測定し、その測定結果に基づき当該薬剤の投与量を

精密に管理した場合には、健保点数表に定める「特定薬剤治療管理料」の点数

に労災診療単価を乗じて得た額により、その費用の算定ができるものである。 

  なお、同一の者について１月以内に当該薬剤の血中濃度の測定及び投与量の

管理を２回以上行った場合においては、「特定薬剤治療管理料」は１回とし、

第１回の測定及び投与量の管理を行ったときに算定する。 

⑧ 医療機関は、傷病別実施要綱において「医学的に特に必要と認められる場合

に限り実施」するものと定められた処置（保健のための薬剤の支給を含む。）

を実施した場合には、レセプトの摘要欄に「特に必要と認められる」理由を具

体的に記載するものとする。 

 (4) 検査 

① 検査については、次に定めるところによるほか、健保点数表に定める点数に

労災診療単価を乗じて得た額とする。 

(ｱ) 振動障害に係るアフターケアにおける「末梢循環機能検査」、「末梢神経

機能検査（神経伝導速度検査を除く。）」及び「末梢運動機能検査」につい

ては、昭和 56 年９月２日付け補償課長事務連絡第 40 号「労災診療（振動障

害）における検査料等の取扱いについて」に定める点数に労災診療単価を乗

じて得た額とする。 

(ｲ) 虚血性心疾患等に係るアフターケアにおける「ペースメーカ等の定期チェ

ック」については、健保点数表に定める「心臓ペースメーカー指導管理料」

の点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。 

なお、当該定期チェックを実施した場合は、保健指導の費用を重ねて算定

することはできないものである。 

(ｳ) 炭鉱災害による一酸化炭素中毒に係るアフターケアにおける「検査（健康

診断）」については、次に掲げる点数に労災診療単価を乗じて得た額とする。 

なお、尿中の蛋白、糖及びウロビリノーゲンの検査並びに赤血球沈降速度

及び白血球数の検査については、費用の算定はできないものである。 

① 全身状態の検査 

② 自覚症状の検査 

③ 精神及び神経症状の一般的検査 

335 点 
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上記以外の検査 健保点数表による所定の点数 

② 検査を行うに当たって使用される薬剤については、健保点数表に定める点数

に労災診療単価を乗じて得た額とする。 

③ 医療機関は、傷病別実施要綱において「医学的に特に必要と認められる場合

に限り実施」するものと定められた検査を実施した場合には、レセプトの摘要

欄に「特に必要と認められる」理由を具体的に記載するものとする。 

 

９ 本省協議 

複数業務要因災害と認定した者から、傷病別実施要綱に定めのない傷病に係る

手帳の交付申請があった場合は、関係資料を添えて当局補償課に協議すること。 

 

10 施行期日 

(1) 平成 19 年４月 23 日付け基発第 0423002 号により制定された本実施要領は、平

成 19 年７月１日から施行するものとする（同日以降に実施されるアフターケア

から適用する。）。ただし、傷病別実施要綱第１から第 20 までに定める「４ 健

康管理手帳の有効期間」（注：「４ 手帳の有効期間」）については、平成 19 年

10 月１日から施行するものとし（同日以降に「健康管理手帳更新・再交付申請書」

（注：「アフターケア手帳更新・再交付申請書」）を受け付けたものから適用す

る。）、それまでの間における健康管理手帳（注：アフターケア手帳）の有効期

間の取扱いについては、従前の平成元年３月 20 日付け基発第 127 号「労働福祉事

業としてのアフターケア実施要領の制定について」及び昭和 43 年３月 16 日付け

基発第 145 号「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に係るアフターケアの実施要綱

について」の例によるものとする。 

(2) 令和６年３月 25 日付け基発 0325 第３号による改正後の本実施要領は、令和６

年４月１日から施行するものとする。ただし、「外傷による末梢神経損傷に係るア

フターケア」及び「熱傷に係るアフターケア」の手帳の新規交付については、令和

６年４月１日以降に決定する事案から適用するものとする。 

(3) 令和８年３月 27 日付け基発 0327 第５号による改正後の本実施要領は、令和８

年６月１日から施行するものとする。 

 

 


